
頁 改正後（案） 現行

 114
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 115

さっぽろ連携中枢都市圏地域公共交通活性化協議会規約 

 

（名称） 

第１条　本会は、さっぽろ連携中枢都市圏地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）と称す

る。 

（目的） 

第２条　協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第６条第１項の

規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関する協議を行うために設置する。 

 

 

 

（事業） 

第３条　協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(１)　地域公共交通計画の作成及び変更に関する協議 

(２)　地域公共交通計画の実施に関する協議 

(３)　地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施 

(４)　前３号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業 

（協議会の委員） 

第４条　協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

（協議会の役員） 

第５条　協議会に次の役員を置く。 

(１)　会長　１名 

(２)　副会長　１名 

(３)　監事　２名 

２　会長は、北海道石狩振興局副局長をもって充てる。 

３　副会長及び監事は、会長が指名する委員をもって充てる。 

４　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

５　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。 

６　監事は、協議会の出納を監査し、その結果を会長に報告しなければならない。 

７　会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。 

（総会） 

第６条　総会は、委員をもって構成する。 

２　総会は、会長が招集する。 

３　総会は、次に掲げる事項を協議し、議決する。 

(１)　協議会の規約の制定及び改廃に関する事項 

(２)　地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項 

(３)　事業計画の決定及び事業報告の承認に関する事項 

(４)　予算の決定及び決算の承認に関する事項 

(５)　協議会の解散に関する事項 

(６)　その他協議会の運営上必要と会長が認めた事項 

 

４　総会の議長は、会長がこれに当たり、会長が欠席した場合にあっては、副会長がこれに当たる。 

５　会長は、総会の開催の日時、場所及び総会に付議すべき案件をあらかじめ委員に通知しなければなら

ない。 

６　総会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

７　総会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただ

し、第３項第５号に掲げる事項にあっては、委員の総数の４分の３以上で決するものとする。 

８　委員は、やむを得ない理由により総会に出席することができないときは、あらかじめ通知された 

事項について、書面により議決権を行使し、又は当該委員の所属する団体の職員を代理人として議決権

を委任することができる。この場合において、当該委員は、総会に出席したものとみなす。 

９　総会は、原則として公開とする。ただし、総会において個人情報を取り扱う場合その他会議を公開す

資料１

さっぽろ連携中枢都市圏地域公共交通活性化協議会規約 

 

　（名称） 

第１条　本会は、さっぽろ連携中枢都市圏地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）と称す

る。 

　（目的） 

第２条　協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第６条第１項の

規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関する協議を行うとともに、道路運送法（昭和26年

法律第183号）の規定に基づき地域における需要に応じた地域の住民の生活に必要なバス等の旅客運送

の確保その他の旅客の利便性の増進を図るよう、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる

事項等について協議を行うために設置する。 

　（事業） 

第３条　協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(１)　地域公共交通計画の作成及び変更に関する協議 

(２)　地域公共交通計画の実施に関する協議 

(３)　地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施 

(４)　前３号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業 

　（協議会の委員） 

第４条　協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

　（協議会の役員） 

第５条　協議会に次の役員を置く。 

(１)　会長　１名 

(２)　副会長　１名 

(３)　監事　２名 

２　会長は、北海道石狩振興局副局長をもって充てる。 

３　副会長及び監事は、会長が指名する委員をもって充てる。 

４　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

５　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。 

６　監事は、協議会の出納を監査し、その結果を会長に報告しなければならない。 

７　会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。 

　（総会） 

第６条　総会は、委員をもって構成する。 

２　総会は、会長が招集する。 

３　総会は、次に掲げる事項を協議し、議決する。 

(１)　協議会の規約の制定及び改廃に関する事項 

(２)　地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項 

(３)　事業計画の決定及び事業報告の承認に関する事項 

(４)　予算の決定及び決算の承認に関する事項 

(５)　協議会の解散に関する事項 

(６)　生活交通の確保に関する調整及びあり方等一般に関する事項　 

(７)その他協議会の運営上必要と会長が認めた事項 

４　総会の議長は、会長がこれに当たり、会長が欠席した場合にあっては、副会長がこれに当たる。 

５　会長は、総会の開催の日時、場所及び総会に付議すべき案件をあらかじめ委員に通知しなければなら

ない。 

６　総会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

７　総会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただ

し、第３項第５号に掲げる事項にあっては、委員の総数の４分の３以上で決するものとする。 

８　委員は、やむを得ない理由により総会に出席することができないときは、あらかじめ通知された事項

について、書面により議決権を行使し、又は当該委員の所属する団体の職員を代理人として議決権を委

任することができる。この場合において、当該委員は、総会に出席したものとみなす。 

９　総会は、原則として公開とする。ただし、総会において個人情報を取り扱う場合その他会議を公開す
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ることにより総会の運営に支障が生ずると会長が認めるときは、全部又は一部を公開しないこととする

ことができる。 

10　会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を総会に出席させ、意見を聴取することができる。 

11　第４項から前項までの規定にかかわらず、感染症のまん延を防止するため必要があるときその他 

やむを得ない事情により総会を招集することができないと会長が認めるときは、第３項各号に掲げる事

項について書面により委員の意見を徴する方法により総会を行うことができる。この場合において、会

長が指定する期日までに書面を提出した委員の２分の１（同項第５号に掲げる事項にあっては、委員の

総数の４分の３）以上が当該事項について同意したときは、当該同意をもって総会の議決があったもの

とみなす。 

12　前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（幹事会） 

第７条　協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じて協議会に幹事会を置くことができる。 

２　幹事会の組織、運営その他必要な事項は、前条の規定に準じて会長が別に定める。 

（分科会） 

第８条　第３条各号に掲げる事業について専門的な調査又は検討を行うため、必要に応じて協議会に分科

会を置くことができる。 

２　分科会の組織、運営その他必要な事項は、第６条の規定に準じて会長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協議結果の尊重義務） 

第９条　委員は、協議会において協議が調った事項については、その結果を尊重しなければならない。 

（守秘義務） 

第10条　委員並びに第６条第10項の規定により総会に出席した者、第７条に規定する幹事会に出席した者

及び第８条に規定する分科会に出席した者は、個人情報その他協議会の運営上知り得た秘密を他に漏ら

してはならない。 

（事務局） 

第11条　協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２　事務局は、北海道石狩振興局地域創生部地域政策課に置く。 

３　事務局には、事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。 

４　事務局長は、北海道石狩振興局地域創生部長をもって充てる。 

５　事務局は、次に掲げる業務を行う。 

(１)　総会の運営に関する業務 

(２)　協議会の経費の執行及び管理に関する業務 

(３)　文書の収受、発送、編さん及び保存に関する業務 

(４)　前３号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項に関する業務 

６　前各項に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（財務） 

第12条　協議会の経費は、負担金、補助金、繰越金その他の収入をもって充てる。 

２　協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

３　監事は、協議会の会計の監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。 

４　前３項に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

ることにより総会の運営に支障が生ずると会長が認めるときは、全部又は一部を公開しないこととする

ことができる。 

10　会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を総会に出席させ、意見を聴取することができる。 

11　第４項から前項までの規定にかかわらず、感染症のまん延を防止するため必要があるときその他やむ

を得ない事情により総会を招集することができないと会長が認めるときは、第３項各号に掲げる事項に

ついて書面により委員の意見を徴する方法により総会を行うことができる。この場合において、会長が

指定する期日までに書面を提出した委員の２分の１（同項第５号に掲げる事項にあっては、委員の総数

の４分の３）以上が当該事項について同意したときは、当該同意をもって総会の議決があったものとみ

なす。 

12　前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

　（幹事会） 

第７条　協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じて協議会に幹事会を置くことができる。 

２　幹事会の組織、運営その他必要な事項は、前条の規定に準じて会長が別に定める。 

　（分科会） 

第８条　第３条各号に掲げる事業について専門的な調査又は検討を行うため、必要に応じて協議会に分科

会を置くことができる。 

２　分科会の組織、運営その他必要な事項は、第６条の規定に準じて会長が別に定める。 

　（地域公共交通会議） 

第９条　石狩地域の市町村の区域に係る事項を協議するため、道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令

第７５号）第９条の２に定める地域公共交通会議が設置された場合、これを協議会の分科会とする。 

２　生活交通の確保に関する調整に際し、前項の地域公共交通会議の協議が調った場合は、当該地域公共

交通会議の協議結果を協議会の協議結果とみなす。この場合における協議会の協議に係る権限は、地域

公共交通会議に委任があったものとみなす。 

　（北海道生活交通確保対策協議会との関係） 

第10条　生活交通の確保に関する計画の策定に際しては、原則として、協議会の協議結果を北海道生活交

通確保対策協議会の協議結果とする。 

２　協議会は、他の協議会との調整を要する事案等について北海道生活交通確保対策協議会の調整を求め

ることができるほか、生活交通確保の手法について助言・指導を求めることができる。 

　（協議結果の尊重義務） 

第11条　委員は、協議会において協議が調った事項については、その結果を尊重しなければならない。 

　（守秘義務） 

第12条　委員並びに第６条第10項の規定により総会に出席した者、第７条に規定する幹事会に出席した者

及び第８条に規定する分科会に出席した者は、個人情報その他協議会の運営上知り得た秘密を他に漏ら

してはならない。 

　（事務局） 

第13条　協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２　事務局は、北海道石狩振興局地域創生部地域政策課に置く。 

３　事務局には、事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。 

４　事務局長は、北海道石狩振興局地域創生部長をもって充てる。 

５　事務局は、次に掲げる業務を行う。 

(１)　総会の運営に関する業務 

(２)　協議会の経費の執行及び管理に関する業務 

(３)　文書の収受、発送、編さん及び保存に関する業務 

(４)　前３号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項に関する業務 

６　前各項に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

　（財務） 

第14条　協議会の経費は、負担金、補助金、繰越金その他の収入をもって充てる。 

２　協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

３　監事は、協議会の会計の監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。 

４　前３項に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

資料１
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　（協議会が解散した場合の措置） 

第15条　協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者が

これを清算し、清算後は、その結果を委員であった者に対し通知するものとする。 

２　協議会が解散する際に有する残余財産の処分は、解散を議決した総会の時に議決を経て、その取扱

いについて決定する。 

　（剰余金等の処理） 

第16条　協議会は、決算において、剰余金が生じた場合には、総会の議決を経て、これを処理しなけれ

ばならない。 

２　協議会は、決算において、欠損金が生ずる見込みとなった場合には、総会の議決を経て、これを処

理しなければならない。 

　（事故の処理） 

第17条　協議会は、第３条各号に掲げる事業に起因する事故が生じたときは、総会の議決を経て、これ

を処理しなければならない。 

　（委任） 

第18条　この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

　附　則 

この規約は、令和４年４月25日から施行する。　 

附　則 

この規約は、令和６年４月１日から施行する。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第13条　協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者 

がこれを清算し、清算後は、その結果を委員であった者に対し通知するものとする。 

２　協議会が解散する際に有する残余財産の処分は、解散を議決した総会の時に議決を経て、その取 

扱いについて決定する。 

（剰余金等の処理） 

第14条　協議会は、決算において、剰余金が生じた場合には、総会の議決を経て、これを処理しなけ 

ればならない。 

２　協議会は、決算において、欠損金が生ずる見込みとなった場合には、総会の議決を経て、これを処理

しなければならない。 

（事故の処理） 

第15条　協議会は、第３条各号に掲げる事業に起因する事故が生じたときは、総会の議決を経て、これを

処理しなければならない。 

（委任） 

第16条　この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附　則 

この規約は、令和４年４月25日から施行する。

資料１
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改正後 現行 

R5.12改定

副局長 会長

地域創生部長 副会長

北海道空知総合振興局 地域創生部長

北海道後志総合振興局 地域創生部長

札幌市まちづくり政策局総合交通計画部 都市交通課長 監事

小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室 主幹

岩見沢市企画財政部 企画室長

江別市企画政策部 政策推進課参事 監事

千歳市企画部 交通政策課長

恵庭市生活環境部生活環境課 生活環境課長

北広島市企画財政部 企画課長

石狩市企画経済部企画課 交通担当課長

当別町企画部 企画課長

新篠津村 総務課参事

南幌町 まちづくり課長

長沼町 都市整備課長

北海道旅客鉄道株式会社総合企画本部経営企画部MaaS・Kitaca事業室 室長

北海道中央バス株式会社バス事業部 取締役執行役員バス事業部長

株式会社じょうてつ自動車事業部自動車部 部長

ジェイ・アール北海道バス株式会社 常務取締役営業部長

夕張鉄道株式会社 取締役社長

千歳相互観光バス株式会社 専務取締役

札幌ばんけい株式会社 代表取締役社長

北都交通株式会社 専務取締役

札幌第一観光バス株式会社 代表取締役社長

道南バス株式会社 営業部営業推進室長

あつまバス株式会社 営業部次長

有限会社新篠津交通 代表取締役

有限会社下段モータース 取締役専務

富士交通株式会社 取締役総務部長

一般社団法人北海道ハイヤー協会総務部 業務課長

北海道開発局札幌開発建設部 都市圏道路計画課長

北海道空知総合振興局札幌建設管理部事業室 地域調整課長

公安委員会・警察 北海道警察本部交通部交通規制課 交通規制課長

北海道運輸局 札幌運輸支局 首席運輸企画専門官

労働組合 北海道地方交通運輸産業労働組合協議会 副議長

備考

 【委員】

北海道石狩振興局

別表（第４条関係）

公共交通事業者等

道路管理者

地方公共団体

職名等組織名区　分

資料 1-1 

副局長 会長

地域創生部長 副会長

北海道空知総合振興局 地域創生部長

北海道後志総合振興局 地域創生部長

札幌市まちづくり政策局総合交通計画部 都市交通課長 監事

小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室 主幹

岩見沢市企画財政部 企画室長

江別市企画政策部 政策推進課参事 監事

千歳市企画部 交通政策課長

恵庭市生活環境部生活環境課 生活環境課長

北広島市企画財政部 企画課長

石狩市企画経済部企画課 交通担当課長

当別町企画部 企画課長

新篠津村 総務課参事

南幌町 まちづくり課長

長沼町 都市整備課長

北海道旅客鉄道株式会社総合企画本部経営企画部MaaS・Kitaca事業室 室長

北海道中央バス株式会社バス事業部 取締役執行役員バス事業部長

株式会社じょうてつ自動車事業部自動車部 部長

ジェイ・アール北海道バス株式会社 営業部乗合グループ担当部長 ※変更

夕張鉄道株式会社 取締役社長

千歳相互観光バス株式会社 専務取締役

札幌ばんけい株式会社 代表取締役社長

北都交通株式会社 専務取締役

札幌第一観光バス株式会社 代表取締役社長

道南バス株式会社 営業部営業推進室長

あつまバス株式会社 代表取締役社長 ※変更

有限会社新篠津交通 代表取締役

有限会社下段モータース 取締役専務

富士交通株式会社 取締役総務部長

一般社団法人北海道ハイヤー協会総務部 業務課長

北海道開発局札幌開発建設部 都市圏道路計画課長

北海道空知総合振興局札幌建設管理部事業室 地域調整課長

公安委員会・警察 北海道警察本部交通部交通規制課 交通規制課長

北海道運輸局 札幌運輸支局 首席運輸企画専門官

労働組合 北海道地方交通運輸産業労働組合協議会 副議長

備考

別表（第４条関係）

 【委員】

区　分 組織名 職名等

地方公共団体

北海道石狩振興局

公共交通事業者等

道路管理者


